
伊
予
市
国
民
保
護
計
画
を
策
定

　

近
年
、
弾
道
ミ
サ
イ
ル
や
大
規
模
テ
ロ
な

ど
が
脅
威
と
な
っ
て
お
り
、
国
民
の
安
全
保

障
に
対
す
る
関
心
が
日
々
高
ま
っ
て
い
ま

す
。

　

市
で
は
、
外
国
か
ら
の
武
力
攻
撃
や
大
規

模
テ
ロ
と
い
っ
た
有
事
に
的
確
に
対
応
で
き

る
よ
う
、国
民
保
護
法
に
基
づ
き
、平
成
１９
年

３
月
に
伊
予
市
国
民
保
護
計
画
を
策
定
し

ま
し
た
。

　

こ
の
計
画
に
は
、
日
ご
ろ
か
ら
備
え
て
お

く
べ
き
事
項
、
実
施
体
制
、
住
民
の
避
難
・

救
援
・
救
護
に
関
す
る
事
項
等
を
盛
り
込
ん

で
い
ま
す
。

国
民
保
護
法
と
は
？

　

国
民
保
護
法
は
、
平
成
１６
年
６
月
に
成
立

し
、同
年
９
月
か
ら
施
行
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

正
式
に
は「
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る

国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法

律
」
と
い
い
、
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
い
て
、

武
力
攻
撃
か
ら
国
民
の
生
命
、
身
体
及
び
財

産
を
保
護
し
、
国
民
生
活
等
に
及
ぼ
す
影
響

を
最
小
に
す
る
た
め
の
、
国
・
県
・
市
等
の

責
務
・
救
援
・
武
力
攻
撃
災
害
へ
の
対
処
等

の
措
置
が
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

※
上
の
三
角
形
の
マ
ー
ク
は
、
国
民
保
護
措

置
に
係
る
職
務
を
行
う
者
等
、及
び
、保
護

措
置
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
場
所
等
を

認
識
さ
せ
る
た
め
の
国
際
的
な
特
殊
標

章
で
す
。

伊予市国民保護計画
を策定しました

広報いよし(�)



国
が
想
定
す
る
事
態

　

国
民
保
護
計
画
で
想
定
す
る
事
態
は
、「
武

力
攻
撃
事
態
等
」
と「
緊
急
対
処
事
態
」
の
２

つ
に
大
別
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
具
体
的
な
事
態

を
想
定
し
て
い
ま
す
。

武
力
攻
撃
事
態
等（
外
国
か
ら
の
攻
撃
）

・
弾
道
ミ
サ
イ
ル
に
よ
る
攻
撃

・
航
空
機
に
よ
る
攻
撃

・
着
上
陸
侵
攻

・
ゲ
リ
ラ
、特
殊
部
隊
に
よ
る
攻
撃

緊
急
対
処
事
態（
日
本
人
や
外
国
人
に
よ
る

大
規
模
テ
ロ
）

・
毒
性
物
質
な
ど
の
大
量
散
布
に
よ
る
攻
撃

・
大
規
模
集
客
施
設
へ
の
攻
撃

・
危
険
物
質
を
有
す
る
施
設
へ
の
攻
撃

・
交
通
機
関
を
破
壊
手
段
と
す
る
攻
撃

伊
予
市
国
民
保
護
計
画
の

主
な
内
容

《
日
ご
ろ
か
ら
の
備
え
》

■
体
制
の
整
備

○
２４
時
間
即
対
応
可
能
な
体
制

　

武
力
攻
撃
や
大
規
模
テ
ロ
等
に
備
え
、
２４

時
間
即
応
可
能
な
体
制
を
整
備
し
ま
す
。

○
住
民
の
避
難
・
救
援

　

住
民
の
避
難
、
救
援
等
を
迅
速
に
実
施
す

る
た
め
、
市
民
の
協
力
、
自
主
防
災
組
織
、
関

係
機
関
、
団
体
等
と
の
連
携
・
協
力
体
制
を

構
築
し
ま
す
。

■
訓
練
の
実
施

　

市
民
や
事
業
所
等
に
参
加
を
呼
び
掛
け
、

自
主
防
災
組
織
・
警
察
・
消
防
等
、関
係
機
関

と
連
携
し
て
訓
練
を
実
施
し
ま
す
。

《
武
力
攻
撃
事
態
等
へ
の
対
処
》

■
実
施
体
制

　

国
か
ら
の
指
示
に
よ
り
、
市
は
対
策
本
部

を
設
置
し
、
住
民
の
避
難
・
救
護
な
ど
国
民

保
護
措
置
を
総
合
的
に
実
施
し
ま
す
。

○
住
民
の
避
難

　

国
か
ら
の
警
報
避
難
の
指
示
を
、
市
民
に

速
や
か
に
伝
達
し
、
県
・
関
係
機
関
と
連
携

し
て
、住
民
の
避
難
誘
導
を
実
施
し
ま
す
。

○
住
民
の
救
援

　

県
、関
係
機
関
と
連
携
協
力
し
、避
難
住
民

の
救
援
を
実
施
し
ま
す
。（
食
料
、飲
料
水
、生

活
必
需
品
の
供
与
な
ど
）

国（対策本部） 県（対策本部） 伊予市（対策本部）

避　

難

救　

援

武
力
攻
撃
災
害
へ
の
対
処

○警報の発令

○避難措置の指示

　（要避難地域、避難先地域等）

○救援の指示

○武力攻撃災害への対処の指示

（消防庁長官による消防に関する指示等）

○大規模又は特殊な武力攻撃災害

　（※１ＮＢＣ攻撃等）への対処

○生活関連等施設の安全確保

○国民生活の安定

○対策本部にお

　ける総合調整

○警報の市町への通知

○避難の指示

　（避難経路、交通手段等）

○救援

　・食品、生活必需品の供与

　・収容施設の供与

　・医療の提供など

○武力攻撃災害の防御

○応急措置の実施

　（警戒区域の設定・避難の指示等）

○緊急通報の発令

○対策本部にお

　ける総合調整

○警報の伝達（サイレンを使用）

○避難の指示の伝達

○避難住民の誘導

　（避難実施要領の策定）

　（消防等を指揮、警察・自衛隊

　 等に誘導を要請）

○救援に協力

○消防

　消火・被災者の救助等

○応急措置の実施

　警戒区域の設定・避難の指示等

○対策本部における

　総合調整

指定公共機関
指定地方公共機関

○放送事業者による警報等の放送

○運送事業者による避難住民の運

　送・緊急物資の運送

○日本赤十字社による救援への協力

○電気・ガス等の安定的な供給

住　

民
（
協　

力
）

※防災行政無線、公共ネットワーク等を活用するとともに、情報伝達システムの改善に向けた検討・整備に努める

指示

指示

指示

指示

措置の実施要請 措置の実施要請

総合調整 総合調整

総合調整の要請 総合調整の要請

市
民
の
皆
さ
ん
へ

自
分
た
ち
の
身
を
守
る
た
め
に
！

　

武
力
攻
撃
や
大
規
模
テ
ロ
が
、
万
が

一
発
生
し
た
場
合
は
、
市
民
の
自
発
的

な
行
動
や
協
力
が
必
要
で
す
。
近
隣
の

住
民
や
自
主
防
災
組
織
ぐ
る
み
で
の
助

け
合
い
や
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
市
民
の
協
力
は
、自
発
的
な
意
思
に
委
ね

る
も
の
で
あ
っ
て
、強
制
す
る
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、市
民
に
協
力
を
求

め
る
場
合
に
は
、安
全
確
保
に
十
分
配
慮

し
ま
す
。

①
避
難
住
民
の
誘
導
・
救
援
へ
の
協
力

　

避
難
用
バ
ス
へ
の
誘
導
や
避
難
所
で

の
救
援
物
資
の
配
布
や
炊
き
出
し
な
ど

②
消
火
、負
傷
者
の
搬
送
、救
助
等
へ
の

協
力

　

負
傷
者
の
搬
送
、応
急
手
当
な
ど

③
保
健
衛
生
の
確
保
へ
の
協
力

　

健
康
相
談
所
の
開
設
支
援
な
ど

④
訓
練
へ
の
参
加

■
日
ご
ろ
か
ら
の
備
え

・
食
料
や
飲
料
水
な
ど
の
備
蓄

・
近
隣
住
民
等
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
づ
く
り（
自
助
・
共
助
）

■
警
報
が
発
令
さ
れ
た
ら

・
防
災
行
政
無
線
・
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ

な
ど
を
通
し
て
、正
確
な
情
報
の
収
集

■
避
難
の
指
示
が
出
た
ら

○
突
発
的
な
事
態
が
発
生
し
た
場
合

　

直
ち
に
屋
内
に
避
難
し
、
状
況
に
応

じ
て
安
全
な
場
所
に
避
難
す
る
。

○
時
間
的
余
裕
が
あ
る
場
合

　

避
難
先
、
避
難
方
法
、
携
行
品
、
戸
締

り
の
確
認
を
行
う
。

■
伊
予
市
国
民
保
護
計
画
の
詳
し
い
内

容
は
、市
役
所
、中
山
・
双
海
地
域
事
務

所
で
閲
覧
で
き
ま
す
。
ま
た
、伊
予
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（http://w

w
w

.city.iyo.

ehim
e.jp/

）で
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

伊
予
市
総
務
部
防
災
安
全
課

☎
９
８
２
ー
１
１
１
１（
内
線
５
６
４
）

計画に基づき実施する措置

爆 破

伊予市国民保護計画を策定しました
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※１ＮＢＣとは、「Nuclear」（核）、「Biological」（生物）、「Chemical」（化学）の総称。 

いざという時の
ため訓練には参
加しないと～


